
４　利用料金
○医療保険サービス料金表（訪問１回ごと）

○介護保険サービス料金表（訪問１回ごと）
　※自己負担額は表額の１割または２割です
　（本表記載の料金は、あくまで目安として表示する金額で確定金額ではありません）

※早朝夜間料金は、午前６時～８時と午後６時～１０時の時間帯で料金は２５％増しとなり、深夜料金は、午後１０時～午前
６時までの時間帯で料金は５０％増しとなります。
※月の限度利用額を超えた分は自己負担となります。

○サービスの加算料金

費用負担
老人医療受給者の場合 訪問看護に要する費用の１～３割
健康保険の対象の場合 各健康保険負担割合による

基本料金

基本療養費 週３日まで ５,６００円

管理療養費 月の初回日 　７,４００円

２日目以降 ２,９８０円

情報提供療養費 月１回 　１,５００円

２４時間連絡対応体制加算 月１回 　５,７４０円

特別管理加算 月１回 　２,５００円

月１回（重症度高） 　５,０００円

その他必要に応じた加算 （難病等複数回訪問加算）
夜間・早朝加算（午後６時～午後１０時、午前６時～午
前８時）
深夜加算（午後１０時～午前６時）
長時間加算
複数名訪問看護加算
特別管理指導加算
退院時共同指導加算
退院支援指導加算
ターミナルケア療養費　等

交通費 ステーションから片道１ｋ毎に 　　２０円
その他 必要な医療物品 実費

サービス所要時間 単位数 基本料金 夜間・早朝料金 深夜料金

３０分未満 ４６７ ４,９９７円 ６,２４６円 ７,４９６円

３０分～６０分未満 ８１６ ８,７３１円 １０,９１４円 １３,０９７円

６０分～９０分未満 １,１１８ １１,９６３円 １４,９５４円 １７,９４５円



※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の指
定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30
分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算する。

加　算　項　目 単位 基本料金
初回加算 　３００単位 円

特別管理加算（Ⅰ）（1月につき） 　５００単位 円

特別管理加算（Ⅱ）（1月につき） 　２５０単位 円

緊急時訪問看護加算1（1月につき） 　５７４単位 円

ターミナルケア加算（死　亡　月） ２,０００単位 円

複数名訪問加算 所要時間３０分未満の
場合

　２５２単位 円

所要時間３０分以上の
場合

　４０２単位 円

長 時 間 訪 問 看 護 加 算 　３００単位 円
退院時共同指導加算 　６００単位 円

サービス提供体制強化加算 　　　６単位

看護体制強化加算 　３００単位 円

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

①・③１０％減算
②１５％減算

①事業者と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（②
に該当する場合は除く。）
②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり５０人
以上の場合
③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住する利用
者の人数が１月あたり２０人以上の場合）

�2


